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  令和７年 12月 10日   

 

各医療機関・薬局の長様 

 

                         岡崎市長  

 

医療費助成のオンライン資格確認先行実施について（通知） 

 

日頃は、本市の保健福祉行政の推進に格別の御理解と御支援を賜り、厚く御礼

申し上げます。 

 本市では、下記の公費負担医療及び地方単独医療費助成のオンライン資格確認

について、今年度、医療費助成のオンライン資格確認の先行実施のための自治体

システム改修等事業に参加し、令和８年４月以降に受給者証のデータ連携開始を

予定していますので御承知置きくださいますようお願い申し上げます。 

なお、紙の受給者証等については、令和８年４月以降も従来どおり発行します。 

 また、医療機関・薬局向けの医療費助成の受給者証及び診察券のマイナンバー

カードへの一体化に関するシステム改修補助金等の情報については、厚生労働省

のホームページを御参照ください。 

（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/i

ryouhijosei-iryoukikan.html） 

 

記 

 

医療費助成のオンライン資格確認先行実施の対象 

⑴ 公費負担医療 

  ア 小児慢性特定疾病医療費 

  イ 結核患者の医療 

 

⑵ 地方単独医療費助成 

  ア 子ども医療費 

  イ 母子家庭等医療費 

  ウ 後期高齢者福祉医療費 

  エ 障がい者医療費 

  オ 精神障がい者医療費 

 

（担当：保健部健康増進課 成人・難病支援係 電話 23-6639  

    保健部生活衛生課 感染症対策係   電話 23-5082 

    福祉部医療助成室 福祉医療係    電話 23-6148） 
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